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○八王子市長房ふれあい館条例施行規則 

平成１２年５月１日 

規則第５８号 

 改正 平成１３年６月５日規則第５０号 平成１５年３月３１日規則第３１号 

 平成１７年３月２８日規則第７号 平成１７年７月１日規則第５４号 

 平成２３年５月３１日規則第４４号  

（趣旨） 

第１条 この規則は、八王子市長房ふれあい館条例（平成１２年八王子市条例第３６号。以下「条

例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（利用申請） 

第２条 条例第７条第１項の規定により八王子市ふれあい館（以下「ふれあい館」という。）の

施設の利用の承認を受けようとする者は、八王子市長房ふれあい館利用申請書（第１号様式）

を市長に提出しなければならない。 

２ ふれあい館の施設の利用申請の受付期間は、利用しようとする日（連続して利用しようとす

るときはその初日。以下「利用日」という。）の属する月の２月前の月の初日から利用日まで

とする。ただし、条例第６条各号に掲げる者が利用申請する場合又は市長が特に必要があると

認めた事業の実施に係るものについては、受付開始の日前に受付をすることができる。 

（利用承認） 

第３条 条例第７条第１項の規定によるふれあい館の施設の利用の承認は、申請の順序による。

ただし、当該申請が同時のときは、抽選により定める。 

２ 前項の利用の承認を受けた者（以下「利用者」という。）から条例第８条第１項の規定によ

る利用料金の納付を受けたときは、八王子市長房ふれあい館利用承認書（第２号様式。以下「利

用承認書」という。）を交付する。 

３ 市長は、第１項の利用の承認をする場合において、３日を超える連続した利用の承認をしな

い。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。 

（利用の変更） 

第４条 利用者が利用の日時又は利用する施設を変更しようとするときは、八王子市長房ふれあ

い館利用変更申請書（第３号様式）に利用承認書を添えて市長に提出し、その承認を受けなけ

ればならない。 

２ 前項の規定による利用の変更申請は、利用日の前日までに一回に限り行うことができる。こ

の場合において、既納の利用料金に不足を生じたときは、条例第８条第１項の規定による変更

申請に係る利用料金の不足分を支払わなければならない。 

３ 第１項の規定による利用の変更申請を承認したときは、八王子市長房ふれあい館利用変更承
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認書（第４号様式）を交付する。 

（浴室の利用手続） 

第５条 浴室を利用しようとする者は、あらかじめ八王子市長房ふれあい館浴室利用証交付申請

書（第５号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の者が条例第６条の要件に該当すると認めたときは、八王子市長房ふれあい館

浴室利用証（第６号様式）を交付するものとする。 

（利用料金の承認の手続） 

第６条 指定管理者は、条例第８条第２項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、

八王子市長房ふれあい館利用料金承認申請書（第７号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、利用料金の承認をしたときは、八王子市長房ふれあい館利用料金承認書（第８号様

式）を指定管理者に交付する。 

（利用料金の減免の基準） 

第７条 条例第９条に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる基準は、障害者の

更生援護事業を行うことを目的とする市内の団体等で、市長が別に定める要件に適合するもの

が、その活動のために施設を利用するときとする。 

（利用料金の還付の基準） 

第８条 条例第１０条ただし書に規定する利用料金を還付することができる基準は、次に掲げる

とおりとする。 

(１) 利用者が自己の責任によらない理由により利用することができないとき。 

(２) 公益上の理由により利用承認を取り消したとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。 

（係員の指示） 

第９条 利用者は、係員の指示を遵守しなければならない。 

（指定管理者の指定の申請） 

第１０条 指定管理者の指定を受けようとする者は、八王子市長房ふれあい館指定管理者指定申

請書（第９号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 条例第１８条に規定する市規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 

(１) 定款又は寄附行為（申請しようとする者が法人でない団体の場合は、これらに相当するも

の） 

(２) 登記事項証明書（申請しようとする者が法人でない団体の場合を除く。） 

(３) 役員名簿 

(４) 財務状況に関する書類 

(５) 経営状況に関する書類 
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(６) 現に行っている業務の概要を示す書類 

(７) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（指定管理者の審査結果の通知等） 

第１１条 市長は、条例第１９条の規定による審査をしたときは、申請者に対し、その結果を八

王子市長房ふれあい館指定管理者審査結果通知書（第１０号様式）により通知するものとする。 

２ 市長は、条例第１９条の規定による指定をしたときは、申請者に対し、八王子市長房ふれあ

い館指定管理者指定通知書（第１１号様式）により通知するものとする。 

（協定） 

第１２条 指定管理者は、市長とふれあい館の管理に関する協定を締結するものとする。 

２ 前項の協定においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(１) 事業の計画及び実施に関する事項 

(２) 業務に要する経費に関する事項 

(３) 個人情報の保護に関する事項 

(４) 業務の報告に関する事項 

(５) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

附 則 

１ この規則は、平成１２年６月１日から施行する。 

２ 当分の間、八王子市老人憩の家条例施行規則（昭和４９年八王子市規則第６９号）に規定す

る八王子市老人憩の家使用証、八王子市大横保健福祉センター条例施行規則（平成１３年八王

子市規則第５５号）に規定する八王子市大横保健福祉センター利用証、八王子市東浅川保健福

祉センター条例施行規則（平成３年八王子市規則第４０号）に規定する八王子市東浅川保健福

祉センター利用証（八王子市東浅川保健福祉センター条例（平成３年八王子市条例第１６号）

第６条第２号に該当する者のうち６０歳未満の者に交付されたものを除く。）、八王子市南大

沢保健福祉センター条例施行規則（平成８年八王子市規則第６２号）に規定する八王子市南大

沢保健福祉センター利用証（八王子市南大沢保健福祉センター条例（平成８年八王子市条例第

２２号）第６条第２号に該当する者のうち６０歳未満の者に交付されたものを除く。）及び八

王子市余熱利用センター条例施行規則（平成９年八王子市規則第６１号）に規定する八王子市

余熱利用センター浴室利用証については、八王子市長房ふれあい館浴室利用証とみなす。 

附 則（平成１３年６月５日規則第５０号） 

この規則は、平成１３年９月１日から施行する。 

附 則（平成１５年３月３１日規則第３１号） 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 
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附 則（平成１７年３月２８日規則第７号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年７月１日規則第５４号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正前の八王子市長房ふれあい館条例施行規則第４条第２項、第５条第２項、

第６条、第７条及び第１号様式から第６号様式までの規定は、平成１８年３月３１日までの間

は、なおその効力を有する。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要

の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成２３年５月３１日規則第４４号抄） 

（施行日） 

１ この規則は、平成２３年６月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

第２号様式（第３条関係） 

第３号様式（第４条関係） 

第４号様式（第４条関係） 

第５号様式（第５条関係） 

第６号様式（第５条関係） 

第７号様式（第６条関係） 

第８号様式（第６条関係） 

第９号様式（第１０条関係） 

第１０号様式（第１１条関係） 

第１１号様式（第１１条関係） 

 


